
令 和 元 年 高 島 市 教 育 委 員 会 

第 ３ 回 臨 時 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和元年７月１９日（金） 

午前９時１５分 

                  場 所  高島市役所 新館３階 会議室７ 

  

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．議事録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

３．議事 

 

日程第１ 議第３１号 文部科学省発行の小中高校生向けの「放射線副読本」の

扱いなどに関する市民からの要望に対する回答について 

 

 

４．報告事項 

 

 報告第２７号 高島市立学校の学校医の委嘱について 

 

 

５．今後の日程 
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議第３１号 

 文部科学省発行の小中高校生向けの「放射線副読本」の扱いなどに関する市

民からの要望に対する回答について 

  令和元年７月１９日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

文部科学省発行の小中高校生向けの「放射線副読本」の扱いなどに関す

る市民からの要望に対する回答について 

  

令和元年７月９日付で提出された「文部科学省発行の小中高校生向けの「放

射線副読本」の扱いなどに関する市民からの要望」について、高島市教育委員

会請願等処理規程（平成１７年高島市教育委員会訓令第１号）に基づき、別紙

のとおり回答することにつき、議決を求める。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高教委学教第４９７号 

                             令和元年７月２２日 

「見張り番」滋賀 代表 澤 忠起 様 

原発を知る滋賀連絡会 代表 更家 周子 様 

市民運動ネットワーク滋賀 代表 池田 進 様 

 

                    高島市教育委員会教育長 上原 重治 

 

「文部科学省発行の小・中・高校生向けの「放射線副読本」（最新版） 

     の扱いなどに関する市民からの要望」に対する回答について 

 

 令和元年７月９日付で提出されました要望書につきまして、下記のとおり回答いたしま

す。 

 

記 

 

１. 文部科学省から市内小中学校に配布された放射線副読本について、すでに児童生徒に

配布している学校については、速やかに回収するか学校保管としてください。 

      

公立学校における教育内容については、学習指導要領の範囲内で教育委員会と各教

員の裁量に委ねられており、このため、本件放射線副読本の取り扱いにつきましては、

教員の専門的な裁量の中で判断していくものであることから、教育委員会として回収

したり、学校保管としたりする方針を示す予定はございません。 

 

 

２. 放射線副読本を一部活用している学校について、一部活用する際の注意点について教

育委員会と学校が話し合い、不適切な活用が行われないようにしてください。 

 

前述のとおり、教員の専門的な裁量の中で判断していくものであり、現時点におき

ましては、適切な対応が行われているものと考えております。 

 

 

３. 小学校６年生を対象に実施している市防災課による放射線出前授業を今後も継続して

ください。また、来年度から中学校でも実施されるよう要望します。 

 

現在、市内小学校６年生を対象に全小学校で放射線出前授業を実施しており、来

年度以降も、継続してまいりたいと考えております。 

また、中学校につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。 

 

 











報告第２７号 

高島市立学校の学校医の委嘱について 

 

高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則（平成１７年高島市教育委

員会規則第６号）第２条第２項の規定に基づき、高島市立学校の学校医の委嘱

につき、次のとおり臨時に代理したので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和元年７月１９日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

学校保健安全法(昭和３３年法律第５６号)第２３条第３項の規定により、高

島市立学校の学校医に次の者を委嘱する。 

 

記 

 
 

区   分 氏  名 所  属  等 備考 

学校医 増田 翔吾 高島市立朽木診療所 委嘱 

 
 

任期 令和元年７月１日から令和２年３月３１日まで 
 

 変更前、変更後の詳細は別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

学校医等委嘱者一覧（変更前、変更後）　

担　当　学　校　医 等（　所　属　） 委　嘱　期　間 変　更　理　由 担当学校

変更前 小林　博徳　（小林クリニック） 平成31年4月1日～令和元年6月30日 申し出のため

変更後 増田　翔吾　（朽木診療所） 令和元年7月1日～令和2年3月31日 -

変更前 小林　博徳　（小林クリニック） 平成31年4月1日～令和元年6月30日 申し出のため

変更後 増田　翔吾　（朽木診療所） 令和元年7月1日～令和2年3月31日 -

変更前 小林　博徳　（小林クリニック） 平成31年4月1日～令和元年6月30日 申し出のため

変更後 増田　翔吾　（朽木診療所） 令和元年7月1日～令和2年3月31日 -

朽木東小学校

朽木西小学校

朽木中学校


